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「2023年度を迎えて」
           さわらび医療福祉センター センター⻑ ⾦⼦ 広司
 初夏の候、皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。
 昨年６⽉に浜川公園隣接地に全⾯移転させていただき１年が経過いたしまし
たが、⼤きな事故もなく⽇々の⽣活も落ち着いてきたかと思われます。
 ⼀⽅、新型コロナウィルス感染症対策に追われ瞬く間に３年が過ぎました
が、５類への移⾏により徐々にではありますが以前の⽣活を取り戻しつつあり
ます。この間、⼊所者様やそのご家族には居室での直接⾯会を我慢していただ
き⼤変申し訳なく思っておりましたが、６⽉からは居室での⾯会を徐々に再開
させていただくことができました。新型コロナウィルス感染症の流⾏はこの３
年間に繰り返されましたが、クラスターの発⽣は昨年９⽉の１回にとどめるこ
とができ、新型コロナウィルス感染症を直接の原因とする死亡例を出すことな
く過ごすことができました。これも皆様のご協⼒によるものと感謝申し上げま
す。今後も感染対策には気をつけ施設内の流⾏が起こらないように注意してい
きたいと考えております。
 さて、2023年度になり、さわらび医療福祉センターとしての2年⽬がスター
トいたしました。今年度は4⽉から⼩林富男先⽣、⼭崎恒夫先⽣には副センター
⻑に就任していただき、施設運営における各課題を解決していくことにいたし
ました。
 具体的な事業⽬標としては、虐待防⽌対策の強化、各利⽤者様にあった個別
⽀援の質の向上、外来機能の強化、品質システムの周知徹底、スキルアップシ
ステムの実⾏、法⼈安定運営のための予算に基づいた事業の遂⾏を掲げまし
た。
 昨年度、残念ながら⽀援における不適切な事案が⾒受けられたことから全職
が虐待防⽌対策の強化に取り組むこととし、各利⽤者の皆様にどのような⽇常
⽣活を送っていただくのか、⽣涯学習という視点も持ちながら各ユニットでの
個別⽀援の質の向上に努めてまいりたいと思います。外来機能の強化としては
外来リハの受け⼊れをもう少し拡⼤していく予定です。次に品質保証システム
ですが、私どもの法⼈は2019年度にISO 9001の認証を取得しましたが、新任職
員も多いため、このシステムを周知徹底して、我々の品質ともいうべき⽀援の
質を守りたいと思います。
 スキルアップシステムとしては⼈事考課制度を構築いたしましたので、これ
に基づき⼈材育成に努めてまいります。法⼈安定運営のための予算に基づく事
業の遂⾏といたしましては、在宅⽀援関連の事業をもうひと頑張りして、法⼈
安定運営のために独⽴採算で運営できる⼒をつけていきたいと思います。
 このように様々な事業を並⾏して⾏わなければなりませんが、その中にあっ
ても創設の理念を職員とともに深く認識し、スタッフ全員が協⼒して進めてい
こうと思いますので、今年度もご⽀援ご協⼒をお願い申し上げます。

〜センター⻑挨拶〜
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１．理念
 愛と奉仕の精神
２．運営基本⽅針
 社会福祉法⼈ 榛桐会は、創始者のキリスト教の愛と奉仕の精神に基き、⼼⾝障害児・者および
その家族の⽣活を⽀援する地域の中核施設の役割を担っていることを認識し、さわらび医療福祉セ
ンターの⼊所事業、通所事業および地域⽀援事業、ハーモニー⾼崎ケアセンター事業、ゾーンサポ
ートきぬの郷事業を⾏い、社会福祉に貢献する。その運営に当たっては、品質⽅針として「利⽤者
様に安⼼して⽣活していただけるよう常に安全・誠実・快適な⽀援を⼼がけ、充実した医療・福祉
サービスの提供により、幸せ創りに貢献します。」を掲げ、施設利⽤者の直接処遇対策を最優先さ
せ、その実現のために職員は謙虚な姿勢で研鑽に励み、努⼒を続ける。また、その経営に当たって
は、合法にして堅実な事業資⾦をもって、適正な資⾦運⽤により安定した経営ができるように努め
る。これらの基本⽅針に基づき、各職員は職務に当たるとともに、それぞれの専⾨知識や技術の修
得向上に努める。
３．⽬標
 虐待防⽌対策の強化
 ユニットケアによる各利⽤者様にあった個別⽀援の質の向上
 医療体制の強化（外来機能の強化）
 品質保証システムの周知
 スキルアップシステムの実⾏
 法⼈安定運営のために予算に基づいた事業の遂⾏
４．事業活動
＊継続事業：⽅法および内容については、現⾏どおり
１）第１種社会福祉事業
  療養介護事業所（障害者⾃⽴⽀援法）および医療型障害児⼊所施設（児童福祉法）
  の経営
２）第２種社会福祉事業
 ①障害福祉サービス事業の経営
  ⽣活介護事業所（障害者⾃⽴⽀援法）、福祉型児童発達⽀援センターおよび放課後等  
  デイサービス事業（児童福祉法）の多機能型事業所の経営
 ②相談⽀援事業の経営
 ③介護保険事業の経営
  通所介護(地域共⽣型)
３）公益を⽬的とする事業
  ⻭科診療所の経営
  訪問看護事業所（訪問リハビリテーション）の経営
  居宅介護事業所の経営
  病児・病後児保育事業の経営
  ⺟児⼊所事業の経営
  ⾼齢者・障害者向けの福祉有償運送の実施
４）その他 社会福祉の増進に必要な事業
  ①ハーモニー⾼崎ケアセンターの管理・運営
  ②⾼崎市相談⽀援事業
  ③⾼崎市総合福祉センター（障害児者機能訓練）
  ④群⾺県障害児早期療育事業の⽀援（マザ−＆チャイルド事業）

〜2023年度社会福祉法⼈榛桐会 事業計画〜



＊具体的な計画
１）虐待防⽌対策の強化（利⽤者様に対する接遇向上）
２）ユニットケアによる各利⽤者様にあった個別⽀援の質の向上
３）医師の増員による医療体制の強化と外来機能の強化
４）ISO 9001 システムの⼀般職員への周知
５）療育活動活性化（適応⾏動評価に基づく療育活動の構築）
６）移転後の運営費⽤の精査および安定運営に向けての改善策の検討
７）データ管理加算システムの確⽴
８）医師の働き⽅改⾰への対応準備
９）在宅⽀援関係事業の安定運営について
  独⽴採算事業への改善
  ①  浜川こどもとおとなサポートsectionの利⽤率の向上
  ②  ハーモニー⾼崎ケアセンターの定員に向けた取り組み
  ③  ゾーン・サポートきぬの郷の利⽤率改善（定員へ）
１０）⼈材育成について
  ①職員教育（役職者育成、監査対応⼒向上、各職員の⾃⽴性向上）
１１) 各事業所での健全かつ衛⽣的な給⾷の運営(クックチル導⼊)
５．法⼈本部事務局
事務局の⽬標：事業の経営基盤強化と施設移転後の法⼈全体の機能の整備、施設移転後における予
算の適正な執⾏と財政基盤の充実を図る。財務の逐次分析を⾏い、その結果を共有し対策を考え、
収益向上に努める体制づくりを推進する。当法⼈はより充実したサービスの提供「組織的な経営」
への変⾰が必要とされる。そのためには、⾃⽴した組織としてコンプライアンスやリスク管理や業
務に関する⼿続き等、業務の適切性を確保する内部管理体制の構築が必要である。具体的には、法
⼈本部機能の確⽴と拠点管理業務を⾏うものである。法⼈本部機能の確⽴については、法⼈全体を
グループ経営の視点でとらえ、現場で有る事業所・施設や法⼈本部・事務部の階層ごとの役割と責
任を明確にすることに努める。本部は、法⼈改⾰や財務管理、成⻑戦略策定、榛桐会全体の業務効
率や質の向上に寄与できるよう努める。「拠点管理業務」では役職者がマネジメントのできる体制
を作り、責任をもって、施設・事業所や各部の運営が出来るようサポートする。
・虐待防⽌対策の強化(法⼈理念・療育理念・品質⽅針の浸透)
・法⼈全体の機能の整備、予算の適正な執⾏と財政基盤の充実など法⼈の安定的な運営ため
 の取組を強化する。
・品質保証システム(ISO9001)の定着化
・⼈材育成に資するため、職員⼈事考課制度と主任以上の職員については⽬標管理制度を円滑に実
 施する。
新たな取組(重点施策)
・法⼈経営管理機能の強化と在宅系事業所でのキャッシュ・フロー経営を推進させ、事業計画・数
 値⽬標の達成を⽬指すと共に、新たな法⼈組織の在り⽅を検討していく。
・戦略的広報(すべての広報に⽬標をもつ)の導⼊
・移転後のランニングコストを調査し、⽀出を抑えるために検討する。
・事務部と協⼒して事業実績ヒアリングを⾏い、新規利⽤者獲得及び利⽤⽇数増加、各部⾨の収⼊
 確保を⾏なう。（在宅部⾨の独⽴採算、⼊所部⾨の安定運営）
・総合的に、各拠点・各事業への⽀援を進めノウハウを蓄積していく。
・⼈材の確保・育成は法⼈の根幹であり、注⼒していく。
・キャリアパスや職員の健康増進など⻑期に働ける環境の整備と次世代経営層(リーダー)の育成を
 強化するため、階層別研修や専⾨研修を充実させていく。
・旧施設はんな・さわらび療育園の管理及び今後について検討し計画⽴案する。



 ６⽉１⽇にさわらび医療福祉センターにて創⽴５５周年の記念式典を⾏ない
ました。式典では⾦⼦センター⻑より今年度の事業計画や⽬標についての挨拶
がありました。
 また、永年勤続者の表彰が⾏われ、３５年、２５年、２０年、１５年、１０
年、５年勤続職員が受賞されました。また、「公益社団法⼈ ⽇本重症⼼⾝障
害福祉協会」からの永年勤続表彰も合わせて受賞いたしました。

〜最近の出来事から〜
「創⽴５５周年記念式典」           

永年勤続表彰者

5年 10年 15年

20年 25年 35年
※ 勤務の都合上、該当者全員の顔ぶれではありません



「移転後初の春」 去年の1⽉に⼊職しましたが、もう1年以上が経つのかと歳を重ねるごとに⽉⽇が経つ速さに驚かされています。1年前の今頃は右も左も分からずに先輩⽅や利⽤者様から教えていただいてばかりの⽇々でしたが、さわらび医療福祉センターも春を迎え、新しい職員が⼊職いたしましたので、私も少しずつ教えていただいたことを伝える側となっていることを理解し、より⼀層頑張っていきたいと思います。 また、職員だけでなく新たに関わらせていただくことになるご利⽤者様もいらっしゃいますのでこれからの⽀援でたくさん関わらせてもらい、理解を深めてお役に⽴てるように邁進していきたいと思います。    精神保健福祉⼠ 松本有紀

「施設移転をしてから」 昨年の6⽉に移転をしてもうすぐ1年が経過します。寒い季節も過ぎ去り、今は暖かな⽇差しと緑の多い季節を迎えました。 この1年は新たな環境で⽣活を送る利⽤者さんと共に過ごす中で、これまで⾒ることのできなかった⼀⾯を⾒させていただくことが多い⽇々でした。私も⼊職して満6年になりますが、未だに利⽤者さんの新たな⼀⾯を⾒ることができ、利⽤者さんの変化に気付く視点を持ち続けることの⼤切さを⽇々感じております。利⽤者さんが⾒たもの聞いたこと、様々な情報をどのように感じて対応したのか。そのことについて深く考え、利⽤者さんと同じような気持ちになれる職員であり続けるために、⽇々の⽣活を共に送っていきたいと思っています。     理学療法⼠ ⼊内島駿弥

「引っ越しから1年が過ぎました」 新緑に⼼躍り、⽇差しが⽇増しに夏らしくなり季節の移り変わりを感じています。 まだ引っ越して間もないころは、忙しくて外の景⾊をじっくりと眺める間もなく⽇々が過ぎていましたが、利⽤者が制作した季節を感じる飾りを⽬にするとふと⽴ち⽌まる機会を頂きました。 個別活動では、花の⾹りのアロマオイルを使⽤し⼿浴や⾜浴を⾏ったりと⽇常に季節の⾹りを取り⼊れ楽しみました。⾒て、触れて、聞いて、⾹りに触れ、味わってと利⽤者に合った季節のパワーを上⼿に取り⼊れ⼼躍る⽇々を過ごしていきたいと思います。                             介護福祉⼠ 栗⽥礼⼦

〜病棟便り〜
「こどもの⽇」 ５⽉5⽇のこどもの⽇の制作で、⼩児ユニット利⽤者さん全員の⾜型スタンプをして、⼤きなこいのぼりから⼩さなこいのぼりまで⾊々なこいのぼりが出来ました。 スタンプ台に⾜を付けてもみんな嫌がる様⼦なく落ち着いていて、画⽤紙に⾜形スタンプが上⼿に押せました。スタンプの後、⾜を拭くとみんな冷たくて驚いた様⼦で⾜を引っ込めたり全⾝をビクッとさせたりしていました。これからも、⾜形や⼿形の制作をして、⼩児ユニットの利⽤者さんの成⻑がご家族に伝えていけるようにできたらと思います。        保育⼠ 野⼝⿇由



「コロナ5類」 5⽉連休明けより新型コロナウイルス感染症が5類に変更となります。 2019年の12⽉に中国より広まり、2020年の2⽉から⽇本での感染が広まりました。6⽉には緊急事態宣⾔が出され、当時の⾸相の安倍総理⼤⾂の記者会⾒をよく覚えております。そして東京オリンピックも１年延期されました。全てのことが⾃粛となり、⻑かった３年間だと思います。３年前の普通の⽣活がわからなくなって、いつかまたあの時代が来れば良いなと懐かしむ今⽇この頃です。 また、さわらびも移転より１年が過ぎました。利⽤者様も徐々に新施設に慣れ、笑顔が多々⾒られるようになってきております。移転当初は不安もあり体調を崩す利⽤者様もおりましたが、最近ではトレーラーに乗っての散策も復帰しました。いつか⾃由にご家族様が⾯会できるようにと⽇々看護業務に励んでおります。ご⽗兄の⽅も健康にお気を付けて笑顔で話せる⽇がくることを⼼待ちにしております。         看護師 浅井博之

「ピンチをチャンスに」 コロナが世の中に流⾏して３年が経過しましたが皆様はどのようにお過ごしでしょうか？ 今年1⽉下旬に私もコロナ感染症に罹り、約3週間弱、⾃宅で過ごしました。その時の⾃宅での様⼦をご紹介させてください。 １⽉中旬に妻がコロナ陽性となり、濃厚接触者として私も７⽇間休む事になりました。部屋を隔離し、妻は2階私は1階で過ごす⽣活が始まりました。 私は普段病気で休む事が無いので、公休⽇以外で⾃宅に居ることに違和感を感じ、なかなか落ち着きません。普段⾒ない映画を⾒てゆっくり過ごしました。しかし、このままの⽣活を続けていたら仕事復帰が難しいと思い、家の中の⽚付けや、⾞の洗⾞を⾏いました。濃厚接触期間が終わり職場で出勤前検査を⾏うと、私も陽性に罹っていることを知らされ、翌⽇から10⽇間の休養を命じられました。幸いにも無症状だった為、この時間を無駄にせず、有効に活⽤させてもらいました。 プライベートで社会⼈野球をやっている為、４⽉から始まる⼤会に向けて野球の練習をしました。毎朝⾃宅で汗をかくほどバッティング練習を⾏いました。300本打っても時間は１時間しか経っておらず１⽇が⻑く感じます。バッティング練習後は洗⾞を⾏い、その様⼦等をSNSに載せて、全国の⾞好き仲間と情報を共有したり、普段は⼿をつけないエンジンルーム内を掃除する等して過ごしました。昼⾷後はゴルフ練習を。さわらびではゴルフをする職員が多い為、少しでも差を広げられる（差を減らす）ように打ち込みました。ゴルフ練習後は今流⾏りのソロキャンプとして⾃宅で焚⽕をしました。寒い中、焚⽕で味わう暖かさが⼼地よく、炎を⾒ていたり、⽊が焼けるパチパチの⾳に癒されました。その他、メンタルトレーナーの勉強をしたり、ピアノ練習をする等、時間を有効に使う事ができました。

 ⾃宅に毎⽇、⾞があるので近隣からは『仕事を辞めたのでは？』と⼼配されていたらしいです。 あっという間にコロナ陽性から10⽇間が経ちました。 濃厚接触期間を合わせた18⽇間の休みを神様から頂いた休みと思い、ただ、家の中で寝て過ごすのではなく、ピンチをチャンスにと思い、回復に努め休養後出勤できるように過ごしました。 こんな私ですが、今後ともさわらびを盛り上げていきたいと思いますので宜しくお願い致します。       介護福祉⼠ 福島和也



「移転してからの1年・⽇々の様⼦」 しっとりとした空気に緑の⾹りが漂う初夏6⽉。榛名から浜川へ移転し1年が経ちました。新しい環境での⽣活に利⽤者様もだいぶ慣れ楽しく過ごされています。 榛名の時とは違う窓から⾒える景⾊に⽬をキラキラさせたり、公園から聞こえる⼦供たちの声や⾞の⾛る⾳に⽿をすましたり、外気浴時に感じる⾵や温度に⽬を細めたり⾝体をゆっくり揺らしてみたり、新幹線が通過すると⽬で追ってみたり 利⽤者様の表情から読み取れる新たな発⾒がたくさんありました。 ⽇常⽣活ではユニット型となり⼀⼈ひとりの個性や⽣活リズムに応じた⽣活ができ、⼀⼈ひとりに寄り添い個々にあった丁寧なケアや⽀援、個別活動がより充実できるようになりました。 利⽤者様が毎⽇笑顔で快適に⽣活できるよう⼀⽇⼀⽇を⼤切にこれからも⽀援していきたいと思います。       介護福祉⼠ 中島由美

「桜満開」 さわらび医療福祉センターとしての初めての春を迎えることができました。リビングからは⾒事な桜の樹が⾒え、おだやかな花曇りのなか、桜の花びらが⾵に舞っています。 榛名の療育園のときには除雪機としても⼤活躍だったトレーラーが、浜川にも⼀緒に降りてきていました。リビングから⾒えるところにトレーラーが準備されていたため、ずっと乗りたいと気になっていたＨさんは、トレーラーに乗れるとなって⼤喜び。かと思いきや、直前に⼊浴し、胸がかゆいとトレーラーそっちのけでした。しかし、最後になってようやく乗れることなり、最初こそ落ち着かない様⼦でしたが、発⾞すると⼼地の良い⾵やそれに舞う桜が気持ちよく、にこにこと満⾯の笑みで外を指差し、職員と気持ちを共有していました。その⽇は晴天で暖かく、太陽に照らされたHさんの素敵な笑顔が印象的でした。 ⽇々あれはどうかな、これはどうかなと考え成果を出していく職業ですが、不意にハイライトのような⼼惹かれる瞬間に出会えるのもこの職業の魅⼒だと感じています。       理学療法⼠ 星野朱⾳
「新⽣活のはじまり」 新年度が始まり1か⽉、新しい職員も迎え利⽤者の皆さんは⽣活に徐々に慣れてきました。 利⽤者さんも新しいユニットに移動になり、今までの⽅々とは異なる利⽤者さんと関わる機会が増え、最初は⾒慣れない職員や環境で動きがたどたどしかったのですが、1か⽉が経ち利⽤者の皆さんも新しい環境に慣れ始め、楽しそうな表情で毎⽇過ごされています。Aさんは元々床で過ごす機会が少なく椅⼦に座って⽣活していましたが、環境が変わったことで毎⽇床に座ってTVを⾒たり⾳楽を聴いたり好きな時に⾃⾝で移動したりと活動の幅が増えてきています。このように⽇々変化している利⽤者さんの状態をいち早く感じることのできるこの仕事が今は楽しいです。今後も利⽤者さんの状態の変化を感じられるように⽇々精進してまいります。      理学療法⼠ 津⽥賢太郎

「最近」 最近ではコロナウイルスが5類となり、マスクの着⽤も個⼈の判断で良いという所が増えてきました。出掛けてみるとマスクをつけていない⼈もちらほらいるため、コロナが流⾏る前の事を思い出します。私の周りのコロナに罹った⽅に話を聞くと症状が⾟かったとよく聞きます。私は運よくまだコロナに罹っていないので、これからも気を付けながら外へ出掛け気分転換して⾏けたらと思います。         看護師 神林七結



います。それぞれの利⽤者さんの可
能性を拡げられるような関わりを引
き続き創造していきたいと考えてい
ます。
      作業療法⼠ 五味由莉
 清々しい初夏の季節となりました。早いもので、さわらび医療福祉センターへ移転し⼀年が経ちました。 私は、10⽉より利⽤者様の⼝腔ケアを中⼼に業務に携わらせていただいています。利⽤者様に初めましての挨拶をすると、⼾惑いの表情をされる⽅、フレンドリーに接してくださる⽅など様々でそれぞれの表情や仕草で返してくださったことを思い出します。 ⼝はお⾷事や呼吸に⼤きく関わっていますので、⽇々の⻭磨きが重要です。⼝腔ケアに⼊る時は、まず肩や頬に触れ、当⽇の体調や機嫌、緊張を表情から読み取り、コミュニケーションを図るよう⼼がけています。 ⻭磨きが苦⼿だったKさんは、介⼊するたびに声掛け、称賛を繰り返し⾏う事で⾃信がついたのか、⻭磨きを嫌がらずに取り組めるようになりました。今では、⾃ら⼤きく⼝を開けて待っていることもあります。また、⼝を動かす体操を⾏うことで表情が豊かになったと感じる利⽤者様も多くいらっしゃいます。 ⼝腔ケアをすることで、“気持ちが良い”、“⼝の中がさっぱりした”と感じていただけるように、⼀⼈ひとりに合った⼝腔ケアを提案できるよう⽇々向き合っていきたいと思います。       ⻭科衛⽣⼠ 坂⼝真⼸
 

「合同療育活動の紹介」 紫陽花が⾊鮮やかに咲く季節となりました。⼊所者の皆さまは、榛名から移転して２回⽬の６⽉を迎えています。 きぬの郷での勤務や、当センターでのサービス管理責任者の業務等を経て、昨年およそ5年ぶりに⼊所部⾨に戻ってきました。久しぶりに利⽤者さんのリハビリを担当させて頂く中で、「ものの操作や模倣等は可能であるものの、⾃⾝のイメージに合わせてものを組み合わせたり、⾒⽴てたりするような象徴的な⾏動が⾒られにくい⽅々が多いような…」という印象を抱きました。利⽤者さんの新たな可能性を引き出すことに繋がればと考え、今年3⽉、⾷をテーマとした合同療育活動の取り組みを開始しました。ここでは、⾷育レストランより譲って頂いた本物の野菜を⽤いて、利⽤者さんに⽇常⽣活における具体的な知覚体験をして頂いています。様々なものに出会い、それらを⼿で調べたり、全⾝で感じることが、もののイメージやいくつかの象徴・サインを理解したり、膨らませることに繋がっていくと考えたからです。 これまで、イチゴやキュウリ、トマト等の果物・野菜の他、お⽶をといでご飯を炊くことにも挑戦しました。本物の野菜や果物を「⾒る」「触る」「（⾹りを）嗅ぐ」「潰す」「切る」等することで、野菜や果物がどのように変化するのか、皆で共有しながら楽しんで活動を⾏っています。⼩集団という場で⾃分⾃⾝の⾏為を他者と共有・共感できることにより、⾃⼰肯定感が⾼まったり、⾃分の振る舞いの効果を他者に確認するような様⼦が増えたりすることが期待できる他、ものだけでなく他者に対する意識も⾼まり、他者の役に⽴つという経験により他者を受け⼊れたり、⾃分⾃⾝を⼤切にする気持ちがより⾼まったりすることも期待できるのではないかと考えて



寄付・寄贈品の紹介「⼩さい変化の積み重ね」 今回は利⽤者Aさんとの関わりについて述べていきたいと思います。 Aさんは右の指先でものに触れることはありますが、⿇痺の影響で右⼿の動きの制限が⼤きい状態でした。それに対して左⼿は、顔を掻く、右⼿に触れるなど⾃分の⾝体に対する動きがよく⾒られましたが、ものに対しての働きかけはあまり⾒られませんでした。私は、動きやすい左⼿で⾃分の⾝体以外に働きかけることができればAさんの経験する世界が広がるのではないかと考えました。そこで⼀緒に左⼿でものに触れ、変化を起こすことから取り組みました。その中では積んだものを倒すことを楽しみ、そこに他者のリアクションが伴うと満⾜そうな表情が⾒られました。徐々に少しの誘導で左⼿を動かしてものを倒そうとする動きがみられてきました。その反⾯、繰り返しでは飽きがくるため、触れてものを弾き⾶ばす、左指に引っ掛けたもので倒すなどと活動のレパートリーを増やす関わりをしました。こうした経験を積み重ねていくと左⼿を動かすことへのAさんの気持ちの⾼まりを感じました。ある時には誘導しなくても⾃分からものに働きかける様⼦がみられ、またある時には隣で他の利⽤者さんと関わっていると⾃分の存在をアピールするように左⼿で私に触れてくることもありました。私はその時、Aさんと喜びを分かち合えたことを今でも忘れることができません。 利⽤者さんとの関わりは、⼀期⼀会で毎回良い反応を⽰してくれるわけではありません。悩むことも多いですが、利⽤者さんの持っている⼒を尊重しながら外界との関わりが広がるようなリハビリを提供していけるよう努めていきたいと思います。                                       作業療法⼠ 相川浩貴

〇 お⽶   〇 ボーロ〇 フルーチェ

⾼崎ロータリークラブ様より令和5年度⾼崎ロータリークラブ基⾦

いつもご⽀援を賜り、感謝申し上げます

共愛学園中学・⾼等学校様より花の⽇のお花
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